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コロナ禍における審判法伝達講習会開催について 

 

 標題につきまして、下記の通り開催いたします。この講習会は、全日本剣道連盟によって

新しく定められた「新型コロナウイルス感染症が終息するまでの暫定的な試合・審判法」の

内容を各関係団体に伝達していただくものです。 

 ご多忙の中恐縮ですが多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 日 時  令和 ３年 ７月 ４日（日） 

       １３時３０分～１４時 受付   

１４時００分～１５時 伝達講習会 

終了後、合同稽古会 

２ 会 場  東海市民体育館 剣道場 

３ 対象者  各地区・小、中学校・高等学校剣道指導者及び公認審判に登録されている者 

       特に、中体連で郡大会において審判を行う方及び高体連の大会で審判を行う 

      方はご参加ください。 

４ 講 師  地元講師 木下 仁教士八段・関屋猛久教士八段 

５ 内 容  「新型コロナウイルス感染症が終息するまでの暫定的な試合・審判法」につ 

いて 

６ 持ち物  剣道具、筆記具をご持参ください。 

７ 申込み  ６月２５日（金）までに、別紙申込書にて各市町事務局、中体連、高体連取 

りまとめの上、尾南地区剣道連盟事務局に申し込んでください。 

８ その他  伝達講習会終了後、合同稽古会を予定しております。しかし、新型コロナウ 

イルス感染症の関係で中止となる場合がありますのでご承知ください。 

       

 

【申込先・問合せ先】尾南地区剣道連盟事務局  山田政晴 

〒４７９－０８６２ 常滑市小倉町５丁目４８番地 

          ℡  ０５６９－４２－３８９５ 

          携帯 ０８０－３６３８－３８９５ 


